
　

少
子
化
や
核
家
族
化
に
よ
り
、
高
齢
者
や

障
が
い
の
あ
る
方
、
子
育
て
や
介
護
を
し
て

い
る
方
な
ど
、
生
活
に
お
困
り
の
方
が
相
談

で
き
ず
に
孤
立
し
な
い
よ
う
、
地
域
の
身
近

な
相
談
相
手
と
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
の

が
「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」
の
存
在
で
す
。

　

誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
た
め
に
、

「
民
生
委
員
・
児
童
委
員
」
に
つ
い
て
ぜ
ひ

知
っ
て
い
た
だ
き
、
活
動
へ
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
は
？

　

民
生
委
員
は
民
生
委
員
法
に
よ
り
設
置
が

定
め
ら
れ
て
お
り
、
児
童
委
員
は
児
童
福
祉

法
に
よ
り
民
生
委
員
が
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
串
間
市
で
は
72
名
が
民
生
委

員
・
児
童
委
員
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

都
合
の
良
い 

日
時
・
場
所
で 

受
け
さ
せ
て
く
だ
さ
い

　

現
在
、
生
後
91
日
以
上
の
犬

を
飼
っ
て
い
る
方
は
、
狂
犬
病

予
防
注
射
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
（
狂
犬
病
予
防
法

第
５
条
）。
串
間
市
で
は
、
各

地
域
を
巡
回
し
、
移
動
集
合
注

射
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
日
程

表
を
見
て
都
合
の
良
い
場
所
・

時
間
に
必
ず
受
け
る
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
生
後
91
日
以
上
の
犬

は
、
生
涯
１
回
の
登
録
を
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
（
狂
犬
病
予

防
法
第
４
条
）
。
登
録
は
市
民

生
活
課
生
活
環
境
係
窓
口
、
ま

た
は
集
合
注
射
の
時
に
も
登
録

で
き
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ

さ
い
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●
料
金

・�

犬
の
登
録
＝
１
頭
３
，
０�

０�

０
円
（
生
涯
に
１
回
）

・�

狂
犬
病
予
防
注
射
＝
１
頭
３
，

０
０
０
円
（
毎
年
１
回
）

●�

問
い
合
わ
せ
先

　

市
民
生
活
課
生
活
環
境
係

　

☎
72

－

１
１
１
１

主
任
児
童
委
員
と
は
？

　

主
任
児
童
委
員
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
の
う
ち
特
に
児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
を

専
門
に
担
当
し
ま
す
。
串
間
市
で
は
12
名
が

主
任
児
童
委
員
と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

民
生
委
員
・
児
童
委
員
は 

こ
ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す

・�

住
民
の
身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、
高
齢

者
、
子
育
て
世
帯
、
障
が
い
者
、
生
活
に

お
困
り
の
方
な
ど
、
支
援
の
必
要
な
方
々

の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
を
受
け
て
い
ま
す
。

・�
支
援
が
必
要
な
方
々
が
適
切
な
サ
ー
ビ
ス

提
供
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
関
係
機
関
と
調

整
し
て
い
ま
す
。

・�

地
域
住
民
と
関
係
機
関
、
行
政
と
の
パ
イ

プ
役
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

・�

支
援
が
必
要
な
方
々
の
状
況
に
応
じ
、
見
守

り
や
声
か
け
、
訪
問
な
ど
を
行
い
、
関
係
機

関
と
調
整
し
、
生
活
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

主
任
児
童
委
員
は 

こ
ん
な
活
動
を
し
て
い
ま
す

・�

い
じ
め
、
不
登
校
、
児
童
虐
待
の
早
期
発

見
お
よ
び
問
題
解
決
に
向
け
て
、
児
童
相

談
所
や
学
校
、
児
童
福
祉
関
係
機
関
と
の

連
携
を
図
り
ま
す
。

・�

児
童
委
員
と
連
絡
を
取
り
な
が
ら
、
問
題

を
抱
え
る
児
童
お
よ
び
家
庭
へ
の
支
援
を

行
い
ま
す
。

任
期
は
３
年
間

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
お
よ
び
主
任
児
童

委
員
は
厚
生
労
働
大
臣
が
委
嘱
し
ま
す
。
任

期
は
３
年
間
（
再
任
可
能
）
で
す
。
次
の
改

選
期
は
平
成
28
年
12
月
１
日
で
す
。

ど
ん
な
人
が
な
る
の
？

　

そ
の
地
域
の
実
情
を
よ
く
知
り
、
福
祉
活

動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
に
理
解
と
熱

意
の
あ
る
方
で
す
。
特
別
な
資
格
な
ど
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

◎�

民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
家
は
シ
ル
バ
ー

の
門
標
が
目
印
で
す
。

守
秘
義
務
が
あ
り
ま
す

　

民
生
委
員
・
児
童
委
員
お
よ
び
主
任
児
童

委
員
に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
秘
密
を
守
る

こ
と
が
「
民
生
委
員
法
」
で
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
相
談
い
た
だ

け
ま
す
。

　

あ
な
た
の
地
域
の
担
当
民
生
委
員
・
児
童

委
員
に
つ
い
て
は
、
左
記
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
福
祉
事
務
所
社
会
福
祉

係
☎
72

－
０
３
３
３
、
社
会
福
祉
協
議
会

（
民
生
委
員
児
童
委
員
協
議
会
事
務
局
）

☎
72

－

６
９
４
３

地区 時　　　間 場　　　　　所

４／２０
（月）

本
城

９：２０～ ９：３０ 下代田公民館
９：４０～ ９：５０ 遍保ヶ野公民館
９：５５～１０：００ 森田毅宅前
１０：０５～１０：２０ 中園公民館
１０：３０～１０：４０ 樋口公民館
１０：５０～１１：００ 小田代公民館
１１：０５～１１：２０ 本城支所
１３：３０～１３：４５ 崎田集落センター
１３：５５～１４：０５ 永田公民館
１４：１５～１４：２５ 港公民館

４／２２
（水）

福
島

９：１０～ ９：２５ 郡元公民館
９：３５～ ９：５５ 天神公民館
１０：０５～１０：２０ 第２児童公園入口（上町）
１０：３０～１０：４５ 上町公民館

北
方

１０：５５～１１：１０ 東上池集落センター
１１：１５～１１：２５ 徳間集落センター

福
島

１３：２０～１３：３５ 桂原研修センター
１３：４５～１３：５５ 穂佐ヶ原公民館
１４：０５～１４：１５ 霧島地区集落センター

４／２３
（木）

北
方

９：１５～ ９：２５ 鯛取営農会館
９：３０～ ９：３５ 倉掛公民館
９：４０～ ９：５０ 秋山公民館
９：５５～１０：０５ 小城久保公民館
１０：１０～１０：２０ 初田公民館
１０：２５～１０：３５ 田渕集落センター
１０：４０～１０：５０ 谷ノ口公民館
１１：００～１１：２０ 農村環境改善センター
１３：３０～１３：４０ 古川地区集落センター
１３：４５～１３：５５ 羽ヶ瀬公民館
１４：００～１４：１０ 前田公民館

４／２４
（金）

都
井

９：３０～ ９：３５ 黒井公民館
９：４０～ ９：４５ 立宇津公民館
９：５０～１０：０５ 都井支所
１０：１０～１０：２５ 東地区営農研修施設
１０：３０～１０：４５ 宮原公民館
１０：５５～１１：１０ 東漁協
１１：２０～１１：２５ 牧組合事務局前

民生委員・児童委員、主任児童委員の活動

・市町村
・福祉事務所
・社会福祉協議会
・児童相談所
・保健所
・教育委員会
・学校
・保育所
・医療機関

など

・高齢者のいる世帯
・障がい者のいる世帯
・�生活に困窮している
世帯

・子どものいる世帯
・妊産婦のいる世帯
・母子・父子世帯
・その他の世帯

関係機関担当区域

世帯状況把握

情報提供

相談・援助

・�世帯が必要としているサービスに
ついて情報提供

・虐待の早期発見、予防
・�ＤＶ、いじめ、不登校等世帯の抱
える問題の把握

民
生
委
員
・
児
童
委
員

民生委員・児童委員

主
任
児
童
委
員

連携・協力

連携・協力連携・協力

連携・協力

地区 時　　　間 場　　　　　所

４／1３
（月）

大
束

９：１５～ ９：２０ 大重野集落センター
９：３０～ ９：３５ 真萱公民館前
９：４５～ ９：５０ 赤池地区集会所
１０：００～１０：０５ 旧大矢取バス停
１０：２５～１０：３５ 三幸ヶ野集荷場前
１０：４５～１１：００ 一氏公民館
１１：１０～１１：２０ 旧射馬地野バス停

福
島

１３：３０～１３：４５ 寺里　坂元石油店裏
１３：５５～１４：１０ 泉町市民駐車場
１４：２０～１４：３５ 市民体育館下駐車場

４／1４
（火）

大
束

９：２０～ ９：２５ 風野公民館
９：３０～ ９：３５ 広野地区集落センター
９：４５～１０：００ 津曲商店前
１０：０５～１０：１０ 旧末広バス停前
１０：１５～１０：２０ 高則地区集落センター
１０：２５～１０：４０ 揚原地区集落センター
１０：５０～１１：００ 市ノ瀬自治公民館
１１：０５～１１：２０ 井牟田地区研修センター

福島 １３：３０～１３：４５ 塩屋原公民館

本
城

１４：００～１４：１０ 上千野集落センター
１４：２０～１４：２５ 中千野集落センター
１４：３５～１４：４５ 下千野集落センター

４／1５
（水）

大
束

９：３５～ ９：４０ 旧奈留バス停前
９：４５～ ９：５５ 島田利明宅前
１０：１０～１０：２０ 西ノ園集落センター
１０：２５～１０：３５ 上園田公民館
１０：４０～１１：０５ 大束支所
１１：１５～１１：２０ 白坂公民館

福
島

１３：３０～１３：４０ 笠祇公民館
１３：５５～１４：００ 消防格納庫前
１４：１５～１４：２０ 鹿谷公民館

４／1６
（木）

市
木

９：３０～ ９：４５ 郡司部公民館
９：５０～ ９：５５ 子持田公民館
１０：００～１０：０５ 海北公民館
１０：１０～１０：２５ 市木中央公民館
１０：３０～１０：３５ 内ノ畑地区集落センター
１０：４０～１０：４５ 石原公民館
１０：５０～１１：００ 藤公民館
１１：０５～１１：１５ 舳バス停前
１１：２０～１１：２５ 夫婦浦
１３：５０～１４：００ 石波公民館

都
井

１４：１５～１４：２０ 名谷公民館
１４：２５～１４：４０ 大納集落センター

４／1７
（金）

福
島

９：１５～ ９：３０ 高松公民館
９：４５～１０：００ 有明児童公園横
１０：１０～１０：２５ 塩町公民館
１０：３５～１０：５５ 今町公民館
１１：１０～１１：２５ 金谷公民館
１１：３５～１１：４５ 弓田公民館
１３：２０～１３：３０ 下田口公民館先(田口池入り口)
１３：４０～１３：５５ 西方地区集落センター
１４：０５～１４：２０ 木代公民館
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狂犬病
予防注射が
始まります

ご存知ですか？
あなたの身近な相談相手

『民生委員・
　児童委員』

・各種相談　　・見守り支援
・�福祉サービス利用支援（在宅福祉、
生活費、子育て支援など）

民生委員・児童委員は、みんなが安心
して暮らせるまちづくりのために日々
活動しています。


